
精華町国民健康保険病院指定管理者選定評価採点集計表 （別紙）

（１）病院運営上の理念、運営方針につい
て

4 5 4 4 4 4 4 29 4.1 

（１３）公衆衛生等の町からの受託事業へ
の対応の考え方について

5 4 3 4 3 4 3 26 3.7 

（２）基本的医療機能について

5 5 3 3 3 4 4 27 3.9 

（１４）町内介護施設等との連携の考え方
について

4 5 3 4 4 4 4 28 4.0 

（３）外来診療

4 4 4 4 4 4 4 28 4.0 

（１５）施設及び設備の維持管理並びに効
率的な施設運用の考え方について

4 4 3 4 3 4 3 25 3.6 

（４）入院診療

3 5 3 4 4 4 4 27 3.9 

（１６）施設の中長期的な改修の考え方に
ついて

4 5 3 4 3 3 3 25 3.6 

（５）看護について

4 5 3 4 4 4 5 29 4.1 

（１７）今後１０年間の収支計画及び資金
等の協力体制・調達力について

3 4 3 3 4 3 3 23 3.3 

（６）救急医療

4 3 3 4 3 3 4 24 3.4 小　計
（２５点） 20 22 15 19 17 18 16 127 18.1 

（７）政策的医療について

3 4 3 4 3 4 4 25 3.6 

（８）事故予防、安全管理及び院内感染防
止対策について

4 5 3 4 4 4 3 27 3.9 

（１８）環境への配慮に関する対応の考え
方について

3 4 3 4 3 4 3 24 3.4 

（９）患者本位の医療の提供及び療養環境
の向上について

4 5 3 4 3 4 4 27 3.9 

（１９）診療機能の維持や充実について

4 5 3 4 4 4 3 27 3.9 

（１０）地域医療の質の向上のための取り
組みについて

4 5 4 3 4 4 4 28 4.0 

（２０）個人情報の取扱い、守秘義務、書
類の管理・保存、情報公開の考え方につい
て 4 5 3 4 3 5 4 28 4.0 

（１１）医療データベースの構築と情報提
供について

4 4 3 4 4 4 3 26 3.7 小　計
（１５点） 11 14 9 12 10 13 10 79 11.3 

（１２）町民参加の推進について

4 4 3 4 3 4 3 25 3.6 78 90 63 77 70 78 72 528 75.4 

小　計
（６０点） 47 54 39 46 43 47 46 322 46.0 

選定要件の項目 選定要件の項目

１．町の医療・保健・福祉を結ぶ中心的な機関として、良質な医療の提供が図られるものであること ２．精華病院の利用を促進し、管理に係る経費の縮減が図られるものであること

３．精華病院の管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有しているものであること

合計点（１００点）

　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価項目である２０項目すべてにおいて、平均点が標準点である３点以上であることが最低基準。
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